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項目 職員数（人） 平均年齢（ 歳 月）

給料表 本年 昨年 増減 本年 昨年 増減

行政職 5,058 5,247 △ 189 43.11 43.10 0.1

公安職 2,996 2,985 11 39.11 40.7 △ 0.8

研究職 165 171 △ 6 41.3 41.2 0.1

医療職（１） 31 29 2 49.4 49.0 0.4

医療職（２） 298 326 △ 28 45.5 45.8 △ 0.3

医療職（３） 125 129 △ 4 46.7 46.9 △ 0.2

教育職（２） 3,231 3,277 △ 46 42.6 42.7 △ 0.1

教育職（３） 9,665 9,718 △ 53 44.10 44.4 0.6

合計 21,569 21,882 △ 313 43.7 43.6 0.1

（平成２２年４月１日現在）
※　職員数、平均年齢等は平成22年職員給与実態調査による。

※　この表には、勧告対象職員のうち再任用職員、育児休業中の職員、休職中の職員等を除いています。

１　人事委員会勧告の対象職員

　人事委員会の勧告の対象となるのは、給与条例の適用を受ける一般職の職員です。その給料表ごとの内訳は以下のとおりです。
　職員数は、２１，５６９人であり、昨年より３１３人の減となっています。（行政職については、５，０５８人で１８９人の減）
　職員の平均年齢は４３歳７月であり、昨年より１月増加しています。（行政職については、４３歳１１月で１月の増）

＜平成２２年　職員構成比＞
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給与条例改正案

２　人事委員会勧告の手順

　人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っています。
　また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に職員の特別給（期末手当・
勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

民間給与の調査（全国共通、人事院との共同調査）
　企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上
　（県内１８５事業所（母集団５３５事業所））
 　調査期間　５月１日～６月１８日（夏季賞与調査は７月）

職員給与の調査
（全職員）

【 職 員 給 与 】
行政職の職員の４月分実支給額

給与改定や
雇用調整等

の状況

前年８月から
当年７月までの

ボーナスの支給状況

職員の年間支給
月数と比較

【 民 間 給 与 】
事務・技術関係従業員の４月分実支給額

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較
（ラスパイレス方式・公民較差算出）

情勢適応の原則、均衡の原則にのっとり
給料表・手当の改定内容を決定

人事委員会勧告

知　事 県　議　会

　他の地方公共団体の給与

　人事院の給与勧告

　・企業規模を１００人以上→５０人以上
　・比較対象をスタッフ職にも拡大

民間給与を
　より広く把握し反映（H18～）



（役職段階） 　　（学歴） （年齢階層） 　（民間の給与総額(A)） 　　（県職員の給与総額(B)）

（注１） 平成２２年職員給与実態調査の結果を基に算出

（注２） 平成２２年職種別民間給与実態調査の結果を基に算出
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３　民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

　月例給の公民給与の比較（ラスパイレス比較）においては、個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額(A)が、
現に支払っている支給総額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
　具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与（注１）と、これと条件を同じくする民間の平均給与（注２）のそれ
ぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

各役職段階ごとに、「１級（係員）」と
同様、学歴別、年齢階層別に民間
給与及び県職員給与を算定

民間給与総額
÷県職員総数

＝３８１，５５９円(a)
（民間給与）

県職員給与総額
÷県職員総数

＝３８１，９２３円(b)
（県職員給与）

　本年の公民較差　△364円（△0.10％）　 （民間給与(a)－県職員給与(b)）



（単位：円）

月　額 年間給与 月　額 年間給与

２５歳 独身 185,464 3,019,000 185,464 2,981,000 △ 38,000

３０歳 配偶者 233,869 3,787,000 233,869 3,740,000 △ 47,000

３５歳 配偶者、子１人 284,698 4,661,000 284,698 4,601,000 △ 60,000

４０歳 配偶者、子２人 342,899 5,678,000 342,899 5,602,000 △ 76,000

課長補佐 ４５歳 配偶者、子２人 393,780 6,518,000 393,489 6,426,000 △ 92,000

課長 ５３歳 配偶者、子１人 488,600 7,925,000 488,125 7,818,000 △ 107,000

次長 ５５歳 配偶者 513,583 8,584,000 512,932 8,456,000 △ 128,000

部長 ５８歳 配偶者 616,856 10,497,000 616,112 10,334,000 △ 163,000

（注）　月額及び年間給与は、給料（給料カット後）、扶養手当及び管理職手当を基礎に算出
　　　　月額及び年間給与は、職員の採用・任用状況、家族構成等によって異なります。

係員

係長

年間給与額
の差

勧　告　前 勧　告　後
職務段階 年　齢 家族構成

４　県職員（行政職）のモデル給与例（試算）



月例給

改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成１１年
（１９９９年）

0.25% 4.95月 △0.30月 △10.2万円 △1.5%

平成１２年
（２０００年）

0.13% 4.75月 △0.20月 △7.1万円 △1.1%

平成１３年
（２００１年）

0.08% 4.70月 △0.05月 △1.7万円 △0.3%

平成１４年
（２００２年）

△2.02% 4.65月 △0.05月 △15.4万円 △2.5%

平成１５年
（２００３年）

△1.05% 4.40月 △0.25月 △17.0万円 △2.7%

平成１６年
（２００４年）

勧告なし（注１） 4.40月 － － －

平成１７年
（２００５年）

△0.36% 4.45月 0.05月 △0.4万円 △0.1%

平成１８年
（２００６年）

勧告なし（注２） 4.45月 － － －

平成１９年
（２００７年）

0.16% 4.50月 0.05月 2.8万円 0.5%

平成２０年
（２００８年）

勧告なし（注３） 4.50月 － － －

平成２１年
（２００９年）

△0.27% 4.15月 △0.35月 △15.2万円 △2.4%

平成２２年
（２０１０年）

△0.10% 3.95月 △0.20月 △8.3万円 △1.4%

（注１）　平成１６年の民間給与との較差は△0.01%。

（注２）　平成１８年の民間給与との較差は0.01%。人事院勧告に準じた水準改定以外の勧告（管理職手当の定額化等）あり。

（注３）　平成２０年の民間給与との較差は0.03%。人事院勧告に準じた水準改定以外の勧告（医師の初任給調整手当）あり。

特別給（ボーナス） 行政職職員の平均年間給与

　県職員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、平成19年を除き、月例給又は特別給の減額による年
間給与の減少又は据置きが続いています。

５　最近の給与勧告の実施状況
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